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テーマは、第 1部が「人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える」、第 2部が「現
下の政策課題への対応」。高齢期の暮らしに関する制度や国民の意識を紹介しつつ、
すべての人々が生きがいをともに創り、高め合う「地域共生社会」の実現を目指
すという方向性を提示しています。

テーマは、「誰もが活躍できる社会の実現と労働生産性の向上に向けた課題」とし、
第 1章では 2015 年度の「労働経済の推移と特徴」、第 2章では「労働生産性の
向上に向けた我が国の現状と課題」、第 3章では「人口減少下の中で誰もが活躍で
きる社会に向けて」について分析しています。

平成28年版
『厚生労働白書』
『労働経済の分析』

読めば世の中がわかる

厚生労働省は、2016年9月30日に『平成28年版 労働経済の分析』、10月4日に『平成28年版厚生労働白書』を
発表しました。これらは、労働経済の現状や課題を分析することや、厚生労働行政の現状や今後の見通しを国民に
伝えることを目的としています。本特集では、各白書の概要を紹介します。

特集2

PART-1
『平成28年版厚生労働白書』

PART-2
『平成28年版 労働経済の分析』

各白書のポイント

浅岡雅子＝文

(C) 2017 日本医療企画.
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図表1　何歳まで働きたいか

図表2　高齢者の就業促進のために国が取り組むべき施策

の
合
計
は
約
66
％
に
達
し
て
い
ま
す（
図
表

１
）。こ

の
結
果
に
は
、日
本
人
の
多
く
が
、「
健

康
で
あ
る
う
ち
は
働
き
続
け
た
い
」と
考
え

て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な

み
に
、
２
０
１
３
年
時
点
で
の
我
が
国
の
健

康
寿
命
は
、
男
性
が
71
・
19
歳
、
女
性
が

74
・
21
歳
で
す
。

ま
た
、
厚
生
労
働
省
が
２
０
１
６
年
に

行
っ
た「
高
齢
者
社
会
に
関
す
る
意
識
調

査
」で
は
、
高
齢
者
の
就
業
促
進
の
た
め
に

国
が
取
り
組
む
べ
き
施
策
に
つ
い
て
、
働

く
意
欲
の
あ
る
当
事
者
に
聞
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
る
と「
企
業
が
65
歳
以
上
の
人
を

雇
用
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
づ
く
り
」、「
希

高
齢
者
人
口
が
急
上
昇
す
る
な
か

就
業
率
は
国
際
的
に
高
い
水
準
に

『
厚
生
労
働
白
書
』の
第
１
章
で
は
、
我
が

国
の
65
歳
以
上
の
高
齢
者
を
取
り
巻
く
状

況
を
解
説
し
、
第
２
章
で
は
、
高
齢
期
の
暮

ら
し
を「
就
労
に
関
す
る
意
識
」な
ど
の
視
点

か
ら
分
析
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
第
３

章
で
は
、
高
齢
期
を
支
え
る
医
療
・
介
護

制
度
の
概
要
を
、
第
４
章
で
は
、
就
労
意

欲
を
持
つ
高
齢
者
に
対
す
る
国
の
支
援
策

や
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
、
地
域
共
生

社
会
の
構
築
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
ま
す
。

１
９
５
０
年
時
点
で
５
％
に
満
た
な

か
っ
た
我
が
国
の
高
齢
化
率
は
、
２
０
１

５
年
に
は
26
・
７
％
へ
と
急
上
昇
。
２
０

６
０
年
に
は
39
・
９
％
と
、
65
歳
以
上
人

口
が
約
２
・
５
人
に
１
人
と
い
う
社
会
に

な
る
見
通
し
で
す
。

ま
た
、
高
齢
者
の
い
る
世
帯
数
は
２
０

１
５
年
に
２
３
７
２
万
４
０
０
０
世
帯
と
、

30
年
前
の
２
倍
以
上
に
増
加
。
世
帯
構
造

別
の
構
成
割
合
で
は
、
単
独
世
帯
が
全
世

帯
の
お
よ
そ
４
分
の
１
を
占
め
、
夫
婦
の

み
の
世
帯
と
合
わ
せ
る
と
半
数
を
超
え
て

い
ま
す
。

65
歳
以
上
の
労
働
力
人
口
は
、
２
０
１

５
年
に
７
４
４
万
人
と
な
り
、
増
加
傾
向

が
続
い
て
い
ま
す
。
労
働
力
人
口
総
数
に

占
め
る
割
合
は
11
・
３
％
で
、
１
９
７
０

年
の
４
・
５
％
か
ら
約
２
・
５
倍
に
増
加

し
、
労
働
力
人
口
の
構
成
に
お
い
て
も
、

高
齢
化
の
傾
向
が
顕
著
と
な
っ
て
い
ま
す
。

高
齢
者
の
就
業
率
は
主
要
諸
国
の
中
で
高

い
水
準
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
男
性
は
高

く
、
60
〜
64
歳
が
74
・
３
％
、
65
歳
以
上

が
29
・
３
％
と
な
っ
て
い
ま
す

高
齢
者
の
多
く
は「
働
け
る
う
ち

は
働
き
た
い
」と
考
え
て
い
る

第
２
章
で
は
、
高
齢
者
の
就
労
意
識
に

も
触
れ
て
い
ま
す
。
内
閣
府
が
２
０
１
３

年
に
行
っ
た「
高
齢
者
の
地
域
社
会
へ
の
参

加
に
関
す
る
意
識
調
査
」に
よ
る
と
、「
働

け
る
う
ち
は
い
つ
ま
で
も
働
き
た
い
」と
い

う
人
が
29
・
５
％
と
最
も
多
く
、
65
歳
以
降

『
厚
生
労
働
白
書
』を
読
み
解
く

Part-1『
厚
生
労
働
白
書
』
で
は
、
我
が
国
の
高
齢
者
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
、
ど
う
分
析
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、「
人

口
高
齢
化
を
乗
り
越
え
る
社
会
モ
デ
ル
」
と
し
て
の
「
地
域
共
生
社
会
」
の
実
現
に
向
け
た
方
策
も
紹
介
し
ま
す
。

今
年
の『
厚
生
労
働
白
書
』の
概
要
を
一
挙
大
公
開

全体

0% 20% 40% 60% 80% 100%

働けるうちはいつまでも
70歳ぐらいまで

76歳以上
65歳ぐらいまで

75歳ぐらいまで
無回答

60歳ぐらいまで

11.8 21.4 23.6 10.1 2.7 29.5 1.0

65歳以降の合計は65.9%

資料：内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（2013年）
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シ
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セ
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機
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強
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ハ
ロ
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ー
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で
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高
齢
者

へ
の
職
業
紹
介
の
取
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み

の
強
化

希
望
者
全
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が
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ま
で
働

け
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仕
組
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テ
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70
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(C) 2017 日本医療企画.
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図表4　生活支援・介護予防サービスの提供イメージ

図表3　生涯現役支援窓口

特集 2　PART- 1 『平成 28 年版厚生労働白書』

望
者
全
員
が
65
歳
ま
で
働
け
る
仕
組
み
の

徹
底
」、「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
の
高
齢
者
へ

の
職
業
紹
介
の
取
り
組
み
の
強
化
」、「
紹

介
で
き
る
職
種
の
拡
大
な
ど
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化
」、「
70
歳
ま
で

の
定
年
延
長
」と
い
っ
た
回
答
が
多
く
あ
り

ま
し
た（
前
ペ
ー
ジ
図
表
２
）。

意
欲
あ
る
高
齢
者
が
活
躍
で
き
る

「
生
涯
現
役
社
会
」の
実
現
へ

第
４
章
で
は
、
人
口
高
齢
化
を
乗
り
越

え
る
視
点
が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

視
点
の
一
つ
が「
生
涯
現
役
社
会
」で
す
。

働
く
意
欲
の
あ
る
高
齢
者
が
、
長
年
培
っ

て
き
た
知
識
や
経
験
を
生
か
し
て
年
齢
に

か
か
わ
り
な
く
活
躍
し
続
け
ら
れ
る「
生
涯

現
役
社
会
」の
実
現
は
、
高
齢
者
自
身
の
健

康
や
生
き
が
い
に
も
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、

ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

２
０
１
６
年
度
に
は
、
全
国
の
主
要
な

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
設
置
し
て
い
る「
高
年
齢

者
総
合
相
談
窓
口
」を「
生
涯
現
役
支
援
窓

口
」へ
と
変
更
し
、
窓
口
の
積
極
的
な
周
知

を
図
る
と
と
も
に
、
新
た
に
求
人
者
支
援

員
を
設
置
し
て
、
高
齢
求
職
者
が
活
躍
で

き
る
求
人
開
拓
・
確
保
の
強
化
な
ど
を
開

始
し
て
い
ま
す（
図
表
３
）。
ま
た
、
２
０

１
６
年
の
法
律
改
正
に
よ
り
、
65
歳
以
降

に
新
た
に
雇
用
さ
れ
た
人
に
も
雇
用
保
険

が
適
用
さ
れ
る
ほ
か
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
の
就
業
時
間
の
要
件
緩
和
な
ど
も

可
能
と
な
り
ま
し
た
。

今
後
は
、
特
に
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の

就
業
機
会
を
確
保
す
る
た
め
、
高
齢
者
の

雇
用
環
境
の
整
備
や
再
就
職
支
援
な
ど
を

行
っ
て
い
く
予
定
で
す
。

「
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

社
会
づ
く
り
」を
推
進

２
つ
目
の
視
点
は
、
健
康
寿
命
を
延
ば

す
た
め
の「
健
康
づ
く
り
・
疾
病
等
の
予
防
」

で
す
。
国
で
は
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
ポ
イ
ン
ト

の
付
与
な
ど
個
人
や
保
険
者
が
自
ら
進
ん

で
健
康
づ
く
り
を
行
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

を
与
え
る
仕
組
み
構
築
や
、
高
齢
者
の
フ

レ
イ
ル（
虚
弱
）対
策
な
ど
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

３
つ
目
の
視
点
が
、「
地
域
で
安
心
し
て

自
分
ら
し
く
老
い
る
こ
と
の
で
き
る
社
会

づ
く
り
」で
す
。

　本事業は、従来、全国の主要なハローワークに「高年齢者総合相談窓口」（参考 : 平成27年度
77ヵ所）を開設し、55歳以上の求職者に対して職業生活の再設計に係る支援やチームによる就
労支援を総合的に実施してきたところであるが、平成 28年度以降においては、現行の「高年齢
者総合相談窓口」を「生涯現役支援窓口」へ見直し、特にこれまで重点を置いていなかった 65
歳以上の求職者への再就職支援にも手厚い支援を実施していくものとする。

ハローワーク
高年齢者総合相談窓口
（2013〜15年度）
＜支援対象者＞▲

55 歳以上求職者
＜主な支援内容＞▲ �

高齢求職者が活用でき
る国が実施する支援施
策の紹介▲ �

高齢期の生活を踏まえ
た職業生活の再設計に
係る相談・援助▲

�本人の状況に応じたチ
　ームによる手厚い支援

生涯現役支援窓口（2016年度〜）
＜支援対象者＞▲

55 歳以上求職者（※65歳以上求職者の支援強化）
＜主な支援内容＞▲ �

高齢求職者が活用できる国が実施する支援施策の
紹介▲ �

高齢期の生活を踏まえた職業生活の再設計や年金
受給者である求職者の職業生活に係る相談・援助▲

本人の状況に応じたチームによる手厚い支援▲ �

高齢求職者向け求人情報の開拓・提供（65歳以
上の求職者の方が活躍できる求人確保の強化）▲ �

シルバー人材センターとの連携した軽易な就業等
に関する情報の提供

＜「生涯現役支援窓口」の支援体制＞

＜窓口体系の見直し＞

【就労・生活支援アドバイザー】
＜主な支援業務＞
●�個々のニーズを等を踏まえた「生涯設計就労プ
ラン」策定
●�生活設計に係るガイダンス、就労後のフォロー
アップの実施等

【求人者支援員】
＜主な支援業務＞
● �65 歳以降でも活躍できる求人の開拓
●�シルバー人材センターでの軽易な就業等に関する情報収集等

【就職支援ナビゲーター】
＜主な支援業務＞
●�「生涯設計就労プラン」に基づく就労支援の実施
●�職業相談・職業紹介及びキャリア・コンサルティ
ングの実施等

(C) 2017 日本医療企画.
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図表5　「多機関の協働による包括的支援体制構築事業」のイメージ 括
的
に
提
供
す
る
、
④
地
域
に
不
足
す
る
社

会
資
源
の
創
出
を
図
る
。

こ
の
包
括
的
支
援
体
制
を
効
果
的
か
つ

効
率
的
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、総
合
的

な
福
祉
人
材
を
育
成
し
確
保
し
て
い
く
こ

と
も
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す（
図
表
５
）。

高
齢
者
が
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

社
会
を
つ
く
る
に
は
、
医
療
・
介
護
の
提

供
体
制
を
整
え
居
住
環
境
を
充
実
さ
せ
る

だ
け
で
は
な
く
、
生
活
支
援
と
介
護
予
防

を
組
み
合
わ
せ
た
総
合
的
な
仕
組
み
を
構

築
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
仕
組
み

の
要
と
な
る
の
は
、「
在
宅
医
療
の
推
進
」、

「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
活
用
」、「
認
知
症
施
策
の
推

進
」、「
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
推
進
」、「
生

活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー（
地
域
支
え
合

い
推
進
員
）の
配
置
や
協
業
体
の
設
置
に
よ

る
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
」、「
地
域

づ
く
り
に
よ
る
新
し
い
介
護
予
防
の
推

進
」、「
情
報
提
供
や
相
談
体
制
の
充
実
な

ど
に
よ
る
介
護
に
取
り
組
む
家
族
へ
の
支

援
」な
ど
で
す
。

こ
の
仕
組
み
づ
く
り
で
は
、
市
町
村
が

中
心
と
な
り
、
高
齢
者
も
含
め
て
生
活
支

援
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
い

と
考
え
て
い
る
個
人
や
団
体
と
地
域
の

ニ
ー
ズ
を
マ
ッ
チ
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で

す
。
具
体
的
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
、
民
間
企
業
、
社
会
福
祉
法
人
、
協

同
組
合
な
ど
と
い
っ
た
多
様
な
事
業
主
体

の
参
加
を
促
す
必
要
が
あ
り
ま
す（
前
ペ
ー

ジ
図
表
４
）。

「
地
域
共
生
社
会
」へ
の	

	

パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト

人
口
高
齢
化
を
乗
り
越
え
る
４
つ
目
の

視
点
は「
地
域
共
生
社
会
」で
す
。
こ
れ
は
、

高
齢
者
だ
け
で
は
な
く
す
べ
て
の
人
々
が

地
域
に
暮
ら
し
、
生
き
が
い
を
と
も
に
つ

く
り
、
高
め
合
う
社
会
と
い
え
ま
す
。
こ

の
背
景
に
は
、
核
家
族
化
や
人
々
の
移
動

性
・
流
動
性
の
高
ま
り
な
ど
に
よ
っ
て
地

縁
・
血
縁
が
希
薄
化
し
地
域
社
会
が
脆
弱

化
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
公
的
サ
ー
ビ

ス
は
分
野
ご
と
に
質
・
量
の
両
面
で
充
実

が
図
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
近
年
で
は「
ダ

ブ
ル
ケ
ア
」の
よ
う
に
、ニ
ー
ズ
が
複
雑
化
・

多
様
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
誰
も
が
支
え
、
支
え
ら
れ

る
共
生
型
の
地
域
社
会
の
再
生
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
単
独
の
相

談
機
関
で
は
十
分
に
対
応
で
き
な
い
、
い

わ
ゆ
る「
制
度
の
狭
間
」の
課
題
の
解
決
を

図
る
た
め
に
、
複
合
的
な
課
題
を
抱
え
る

人
な
ど
に
対
す
る
包
括
的
な
相
談
支
援
シ

ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
と

と
も
に
、
高
齢
者
も
含
む
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

な
ど
と
協
働
し
、
地
域
に
必
要
と
さ
れ
る

社
会
資
源
を
創
出
す
る
取
り
組
み
を
モ
デ

ル
的
に
実
施
し
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
市
区
町
村
が
実
施
主
体
と

な
っ
て
、
地
域
の
中
核
と
な
る
相
談
機
関
を

中
心
に
、
以
下
の
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。

①
相
談
者
が
複
数
の
相
談
機
関
に
行
か
な
く

て
も
、
複
合
的
な
悩
み
を
総
合
的
に
相
談
で

き
る
体
制
を
つ
く
る
、
②
相
談
者
本
人
だ
け

で
な
く
、
世
帯
全
体
が
抱
え
る
課
題
も
把
握

す
る
、
③
多
機
関
・
多
分
野
の
関
係
者
の
会

議
な
ど
を
通
じ
、
課
題
に
応
じ
た
支
援
を
包

上記のモデル的取り組みを通じ、ノウハウ等を集積し、これらを横展開することを
通じて、誰もが安心して身近な地域で暮らせるよう、全国各地で包括的な相談支援
システムを構築していくことを目指す。

(C) 2017 日本医療企画.




